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原 議 保 存 期 間 1 0 年
(平成 38 年 3 月 31 日まで）

最高検刑第１０３号

平成２７年１０月２８日

高等検察庁次席検事 殿（参考送付）

地方検察庁次席検事 殿

最高検察庁刑事部長 八 木 宏 幸

（公印省略）

警察及び児童相談所との更なる連携強化について（通知）

児童が被害者である事件や，児童が目撃者等の参考人である事件においては，検

察官のほか，警察官や児童相談所の職員が，児童から，それぞれの立場で必要な聴

取を行うなどしているものと承知していますが，児童の負担を軽減するとの観点か

らすると，児童からの聴取回数は少ない方が望ましいという指摘があるほか，児童

については，誘導や暗示の影響を受けやすく，聴取方法や回数についての留意が必

要であるとの指摘もあります。

このような指摘を踏まえ，児童の負担軽減及び児童の供述の信用性確保の観点か

ら，児童が被害者又は参考人である事件については，警察及び児童相談所との更な

る連携の強化が必要であると考えられることから，下記の取組を行うこととしたの

で，遺漏なく対応していただくようお願いします。

なお，本件については，法務省刑事局，警察庁，厚生労働省と協議済みであり，

警察庁及び厚生労働省からも別添の各通知が発出されましたので申し添えます。

記

１ 相談窓口の設置

各地方検察庁においては，児童が被害者又は参考人である事件についての相談

窓口を作り，日頃から，警察や児童相談所の各担当者と緊密な情報交換を行う。

２ 早期の情報共有及びそれを踏まえた対応

児童が被害者又は参考人である事件については，警察又は児童相談所から情

報提供を受け次第（送致又は刑事立件前の段階を含む），速やかに警察及び児童

相談所の担当者と協議し，検察・警察・児童相談所の三機関のうちの代表者が

児童から聴取する取組の実施も含め，対応方針を検討する。



原議保存期間１０年

（平成４１年３月３１日まで）

最 高 検 刑 第 ３ ８ 号

平成３０年７月２４日

高等検察庁次席検事 殿（参考送付）

地方検察庁次席検事 殿

最高検察庁刑事部長 落 合 義 和

最高検察庁公判部長 大 塲 亮太郎

（公印省略）

警察及び児童相談所との情報共有の強化について（通知）

児童が被害者等である事件については，平成２７年１０月２８日付け当庁刑事部

長通知「警察及び児童相談所との更なる連携強化について」（最高検刑第１０３号）

に基づき，児童の負担軽減及び児童の供述の信用性確保の観点から，警察又は児童

相談所から情報提供を受け，警察及び児童相談所の担当者と協議を行って対応方針

を検討し，三機関のうちの代表者が児童から聴取する取組（以下「代表者聴取」と

いう。）等を実施しているものと承知しています。

このような事件において刑罰権を適切に行使するとともに，再犯により児童が繰

り返し被害を受けることがないようにするとの観点からは，警察及び児童相談所と

の情報共有が重要であると考えられます。そこで，代表者聴取を実施した後におい

ても，例えば，事件の処分の際などに警察及び児童相談所との間で行う打合せなど，

適宜の機会を通じ，上記の観点から，必要かつ相当と認められる情報を提供すると

ともに，必要な情報を入手するなどし，情報の共有が図られるよう留意願います。

おって，本件については，法務省刑事局，警察庁及び厚生労働省と協議済みであ

り，警察庁及び厚生労働省からも別添の各通知が発出されましたので，申し添えま

す。


